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6月1日は人権擁護委員会法が施行された日です。

　６月１日には、県内各地で「全国一斉特設人権相談所」を開設します。

拒６月１日（月）の特設人権相談所拠

　　　愚　開催場所　　伊野公民館　　　　　愚　相談時間　　１０：００～１５：００

6月1日は「人権擁護委員の日」です

猿人権擁護委員の連絡先
電話番号住　　所氏　名

８９２－２５１３いの町６４６６－５杉本　寛子

８９３－５４５２　〃　神谷８１７尾闢　正敏

８９１－６９４４　〃　天王北４丁目１２－７横川　順子

８９３－３７１７　〃　枝川２８８１杉本　善雄

８９２－３６３５　〃　波川６１０－３高瀬　科子

８６７－３２２４　〃　下八川丙６４４－１曽我　定子

８６９－２５００　〃　大森９１－１４岡林　瑞子

猿法務局相談窓口・問い合わせ
（祝休日を除く月曜日から金曜日まで　受付８：３０～１７：００）

８９３－０３４３高知地方法務局いの支局（いの町１２９０－４）

猿人権擁護委員無料相談のご案内
開　催　場　所相談時間今月の相談日地区

伊 野 公 民 館１０：００～１５：００５月２０日（水）伊野


